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Ⅰ はじめに 

 

ボツワナはアフリカ地域では比較的安全な国といわれていますが、油断をすれ

ば、犯罪に巻き込まれる可能性が十分にあります。この国では殺人、強盗、住居侵

入、レイプ、車両窃盗等の数多くの事件が発生しており、実際に在留邦人や邦人の

旅行客も被害に遭っています。また、当国では交通事故が多く発生しており、例年

多くの死傷者がでています。 

この手引きは、ボツワナに在留の皆様が、当地で無事に過ごすことができるよう

に、生活する上で必要な防犯対策や知識を、そして、万一緊急事態が発生した際に

気を付けるべきことを、２部構成（「防犯の手引き」及び「在留邦人用緊急事態対

処マニュアル」）としてまとめました。皆様がこの手引きを熟読され、安全対策上

の参考としていただければ幸いです。 

 

 

Ⅱ 防犯の手引き 

 

１ 防犯の基本的な心構え 

（１）自分と家族の安全は自分で守る 

治安の善し悪しにかかわらず、日頃から自分と家族の安全は自分で守るとい

う強い心構えが大切です。 

（２）予防が最良の危機管理 

危険と思われる場所には近づかない、防犯機器を設置する等、予防こそ最も

重要な危機管理であることを念頭に、予防のために必要な努力と経費は惜し

まないことが大切です。 

（３）最悪の事態を想定 

常に最悪の事態を想定し、物心両面から準備を行い、万全の対策を講じるこ

とがゆとりを持って生活する秘訣ともいえます。「備えあれば憂いなし」で

す。 

（４）安全のための三原則 

「目立たない」、「行動を予知されない」、「用心を怠らない」が安全のた

めの三原則です。 

 

２ 最近の当地犯罪発生状況 

（１）犯罪発生件数等は数年遅れて発表されています。最新情報は２０２０年の発

表で犯罪件数は前年より減少しました。これは、Covid-19感染拡大に伴う

外出制限措置によるものが要因です。近年においては、干ばつが深刻化し畜

産農業や観光業が打撃を受け失業率が上昇し、食糧不足による物価の高騰が

治安情勢の悪化の要因とされ、また、ボツワナの主な財政収入源となってい

るダイヤモンドの価格が国際的に低迷したことにより、国民の生活に広く影

響を及ぼし、特に都市部では犯罪件数が増加傾向にあり、市内のどこでも事

件が起きる状況となっています。 

（２）住居侵入は在宅、留守宅を問わず多く発生しています。 
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（３）住人の帰宅時を狙った強盗事案が多く発生しています。 

（４）多くの場合、犯人は複数で銃やナイフ等の凶器を持っています。 

（５）首都ハボローネ市内の大通りを中心に交差点等で停止・減速した車両を襲う

スマッシュアンドグラブが発生しています。 

（６）ハボローネ市内の登山スポットであるカーリーヒルズにおいて、強盗事案が

昼夜を問わず発生しています。 

（７）中国人やインド人が住居侵入や強盗等の犯罪のターゲットになっています。

こちらの人には日本人と中国人の区別はつかないため、日頃から注意が必要

です。 

（８）２０２３年１０月、外国人（インド人）が自宅で殺害される事案が発生して

います。 

（９）スキミング被害が度々発生しており、過去には銀行ATMからスキミング機器

が発見されています。 

（１０）比較的大きいモールの駐車場においても、車上荒らしの被害が多く発生し

ています。 

（１１）お酒を提供する飲食店で、もめ事からの殺人事件が多発しています。 

（１２）知人を装ったり、服が汚れているなどと声をかけ注意を逸らし窃盗する事

案が発生しています。 

（１３）２０１９年４月から２０２４年１０月にかけて、強盗・窃盗・住居侵入未

遂等による当地在留邦人の被害事案が２０件発生しています。 

 

    例１【強盗】：２０２３年２月、在留邦人夫婦２名が、ハボローネ市内の

Village地区内にある自宅から買い物のため徒歩で外出したところ、自宅から

約２００ｍ離れた路上で３人組の男に襲われた。犯人は、殴る、蹴る、踏み

つける等の暴行を加えたうえ、持っていたナイフで脅し、被害者のリュック

サック、スマートフォン、財布等を奪い、待機していた車に乗り込み逃走し

た。 

 

     例２【窃盗】：２０２３年５月、在留邦人がハボローネ市内の Bus Station

と Fields Mall の間の高架下（出店が数件並ぶ道路上）を歩行中、男性に話しか

けられた。男性は、邦人の同僚の友人であると語り握手を求めた。邦人は、握

手に応じ会話していると、別の男性が不自然に背後に立っていた。会話を終え、

男性と別れた後、バスに乗り、ジャケットの右ポケット内の携帯を確認したと

ころ無いことに気が付いた。 

 

    例３【車上荒らし】：２０２３年８月、在留邦人が、ハボローネのリバーウォ

ークモール内の駐車場（ABSA 銀行付近）に駐車し、約 1 時間後に車両に戻

ったところ、運転手側ドアの鍵穴が壊されていた。解錠してある状態であった

が、車内に荷物を置いていなかったため、盗難被害等の確認はされなかった。 
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   例４【住居侵入未遂】：２０２４年２月、在留邦人がハボローネ郊外の自宅の

寝室で休んでいたところ、外にいる番犬が吠えた直後にガラスの割れる音が聞

こえた。天候は雨風が強く荒れていたため、自宅のガラスであるか正確に把握

できず、しばらく様子を伺っていたが、自宅に誰かが侵入してくる気配はなか

った。翌朝午前 6 時頃、邦人はキッチンの窓ガラスが割れていることを確認し

た。隣人である大家が裏庭で本来落ちているはずのない煉瓦を割れた窓ガラス

付近で発見したため、何者かが煉瓦を用いて窓ガラスを破壊し住居侵入を試み

たと推測される。 

 

   例５【住居侵入未遂】：２０２４年１０月、在留邦人が入居するアパート敷地

内に、何者かがエレクトリックフェンスを切って侵入した。邦人住居以外の４

部屋を次々にこじ開けようとしたが、物音に気付いた住人が警備システムのパ

ニックボタンを作動させたことにより、警備員が直ちに到着したため、侵入者

は何も盗らずに逃走した。事件当時、エレクトリックフェンスは、アラームの

誤作動が頻繁に起こるという理由で電源のスイッチはオフの状態になってい

た。 

 

                                     

 

（１４）ハボローネ市内では特に、次の地域には注意してください。ブロードハー

スト、エリア２７、ハボローネウエストフェーズ２（BTV付近）、モホディ

ツァネ、オールドナレディ、オリエンタルプラザ、ホワイトシティ、カーリ

ーヒル 

   ※ハボローネ市内のどこでも事件が起きる状況になっています。比較的安全

と言われているヴィレッジでも近年犯罪が増えています。 

（１５）新型コロナや干ばつの影響で、就職できなかったり、失業したり、負債を

抱えたりしている人々が溢れており、これらの人々が犯罪行為に及んでいる

と考えられています。 

（１６）犯罪発生件数（２０２０年：当国統計局発表） 

犯罪件数         7,386件 

ア 殺人              364件 

イ 性的犯罪        577件 

ウ 殺人未遂・脅迫等    851件 

   エ その他        5,594件 

 

    犯罪発生件数（２０１９年：当国統計局発表） 

   犯罪件数       １４,９２４件 

   ア 殺人                  ８４５件 

   イ 性的犯罪      １,２２１件 

ウ 殺人未遂・脅迫等  １,５６５件 

   エ その他      １１,２９３件 
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３ 防犯のための具体的注意事項 

（１）住居における防犯対策 

ア 居住エリア選定時の注意点 

（ア）治安の悪いエリアではないか。 

（イ）通勤経路で治安の悪いエリアを通らないか。 

（ウ）最寄りの道路が狭かったり、袋小路であったり、暗くはないか。 

 

イ 住居選定時の注意点 

（ア）敷地の外周壁は十分の高さ（最低でも２ｍ以上）があるか。 

（イ）外壁は内部が見えるような柵型ではないか、強度は十分であるか。 

（ウ）外周壁上に電気フェンス、レーザーワイヤー、忍び返し等があるか。 

（エ）外周壁のそば（内側・外側）に敷地内への侵入を容易にする足場（植木や

物置き等）はないか。 

（オ）敷地内に身を潜めるような場所、死角はないか。 

（カ）敷地出入口や内部に照明が設置されているか。 

（キ）敷地出入口には警備員が常時配置されているか。 

（ク）警報装置、火災ベル、非常階段はあるか。 

 

ウ 住居の防犯対策 

（ア）窓及びその枠・蝶番は頑丈か。 

（イ）扉及びその蝶番は頑丈か。 

（ウ）扉や窓には補助錠やバーグラーバー（鉄格子）等が設置されているか。 

（エ）扉に２つ以上の錠前、十分な強度のある防犯チェーンがついているか。 

（前居住者から引き継ぐ場合、錠前を交換する方が良い。） 

（オ）扉の覗き穴、インターホン等、訪問者を確認する手段があるか。 

（カ）玄関周辺や周辺廊下等に照明設備（常夜灯）はあるか。 

 

（２）外出時の防犯対策 

ア スリ対策 

（ア）多額の現金、貴重品は持ち歩かない。 

（イ）ズボンの後ろポケット等、第三者が見えるところに貴重品（スマートフォ

ン含む）を入れない。 

（ウ）ウエストポーチやバックパック等は体の前で持つ。 

（エ）お金を支払う時には、財布の中を他人に見られないように注意する。 

（カ）見知らぬ人に声をかけられても油断しない。 

 

イ 置き引き対策 

（ア）携行する鞄等は絶対に体から離さない。 

（イ）友人等とレストランに入った場合も、自分の荷物は自分が責任を持って管

理する。 

 

ウ スマッシュアンドグラブ対策 
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（ア）乗車時には必ず全ての窓を閉め、全てのドアをロックする。 

（イ）荷物は外から見える場所には置かない。 

（ウ）交差点での一旦停止は停止時間を必要最低限にする。 

（エ）信号待ちの際には、有事にすぐ逃げられるように、前車両との車間距離を

十分に空けるとともに、常にバックミラー及びサイドミラーで近づいてく

る不審者を警戒する。 

 

エ 車上狙い対策 

（ア）人目の付きやすいところ（監視カメラの近く等）への駐車を心掛ける。 

（イ）全ての窓を閉め、全ドアをロックする。 

（ウ）車の施錠は、自身の手でドアノブに触れて確認する。 

（エ）車を離れる際には、車内に貴重品（サングラス含む）を置いていかない。 

（オ）車に防犯装備（警報装置、防犯フィルム）を取り付ける。 

（カ）荷物を出し入れする際などに不審者が見ていないか周囲に気を配る。 

 

オ ホテル対策 

（ア）携行しない金品、パスポート等は部屋のセーフティボックス、フロントの

貴重品預かり等、安全と思われるところに預け、部屋に放置しない。 

（イ）チェックイン後にホテル側がパスポートを預かることは考えられないの

で、そのような電話や訪問を受けた場合はフロントに連絡して確認する。 

（ウ）在室中は防犯チェーンを掛け、ノックされてもドアを開けない。 

 （オ）来訪者が従業員の制服を着ていても、不審な場合は必ずフロントに確認す

る。 

 

カ 痴漢対策 

（ア）素肌を露出させるような服装、派手な服装は避ける。 

（イ）夜間の一人歩きは避け、複数で行動する。 

（ウ）エレベーターを利用の際には不審な人物と二人だけの同乗は避ける。 

（エ）モール等のトイレや路地等の込み入った場所は複数で行動する。 

 

キ スキミング対策 

（ア）ＡＴＭ利用時は、カード挿入口やその周辺に不審な装置がないか確認す

る。 

（イ）クレジットカードの利用は、信用できる店に限るようにする。 

（ウ）ＰＩＮナンバーを入力する際には、もう一方の手をかぶせて隠す。 

（エ）ＰＩＮナンバーに生年月日・車両番号・電話番号等の類推しやすいものは

利用 

しない（万一被害に遭った場合に保険が適用されない可能性があるた

め。）。 

（オ）口座の取引状況をこまめに確認する（被害発生から時間が経過すると保険

が適用されない可能性があるため。）。 
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ク 店舗等における強盗対策 

（ア）買い物や外食の際にはできるだけ夜間を避け、かつ治安の良いエリアを利

用する。 

（イ）店の周辺に不審者がいる場合には、その場をすぐに立ち去る。 

（ウ）外出時には、貴重品は持ち歩かないようにする。 

（エ）万一被害に遭っても絶対に抵抗しない。 

 

（３）生活上の防犯対策 

ア 近隣者 

（ア）警備員、使用人、ドライバー等に気を許さない。 

（イ）長期不在の際には、事前に近隣住人や警備員などに情報を伝えない。 

（ウ）貴重品、現金等は鍵のかかるところ、長期不在の際には職場等、安全なと

ころに保管する。 

 

イ 訪問者 

（ア）来訪者は、必ず扉の覗き穴等で確認する。 

（イ）身に覚えがない場合は、絶対に扉を開けない。 

 

ウ 使用人 

（ア）契約を書面で取り交わしておく。 

（イ）万一に備えて使用人の写真を撮影して保管しておく。 

（ウ）スペアキーを渡さない。 

（エ）工事業者等の来訪の際は、必ず主人の指示を仰がせる。 

（オ）使用人の友人・知人を家に連れて来させない。 

 

エ 家族 

（ア）平素から、家族と安全対策について話し合い、住居に異常があった際の行

動を理解させておく。 

（イ）特に子供に対しては来訪者に対する警戒、電話対応時の注意、親がいない

際の注意事項を教えておく。 

 

オ 電話 

（ア）電話をとる際にはこちらから名乗らない。 

（イ）間違い電話に対して、こちらから番号を教えない。 

（ウ）間違い電話には、相手に掛けた番号を言わせる。 

（エ）不審な印象を受けたら、番号違いと言って速やかに電話を切る。 

 

カ 鍵 

（ア）入居の際には、必ず新しい錠に交換する。 

（イ）鍵を紛失した時は、すみやかに錠を一式交換する。 

 （ウ）戸締まりをした際は、必ず施錠の確認をする。 
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キ 自家用車 

（ア）車は定期的に点検する。 

（イ）燃料は常に十分な量を入れておく。 

（ウ）修理道具、牽引ロープ、バッテリー用の接続ケーブル（ブースターケーブ

ル）、消火器、救急薬品等を常備しておく。 

 

４ 交通事情と事故対策 

ボツワナは、一部地域を除き、道路がある程度良好な状態に整備されています

が、運転マナー、交通法規の遵守度は低く、かなりの頻度で交通事故が発生し、運

転する場合も、歩行する場合も、十分注意が必要です。交通事故の原因として、ス

ピード超過、不十分な車間距離での走行、方向指示器を使用しない進路変更、無謀

な追い越し、飲酒運転、歩行者や家畜の飛び出し等があります。特に週末は、飲酒

運転による事故が頻繁に発生していることから、巻き込み事故を防ぐためにも、夜

間の外出は避けてください。 

 

（１）安全運転３原則 

ア 交通法規の遵守 

シートベルトを着用し、制限速度、信号、車線、一時停止を守る。 

イ 防衛運転 

安全速度の保持、適切な車間距離の保持、左右の十分な確認にも留意し、携

帯電話をかけながらの運転をしない。 

ウ 飲酒運転の厳禁 

飲酒運転は大事故につながる大変危険な行為であるとともに、飲酒状態で事

故を起こした場合、処罰が非常に重くなる可能性に留意する。 

 

（２）ボツワナの交通事情に関する注意事項 

ア ラウンドアバウト、標識等、当国特有の交通ルールがあるので、各自で確認 

する。 

イ 道路の工事等に注意する（工事のため車線がいきなり減っている道路がよく

ある）。 

ウ ラウンドアバウト及び幹線道路の合流・分岐点は特に注意する。 

エ 山羊、ロバ、牛、象などの動物に注意する。群れに遭遇した場合は、必ず徐

行し、ハザードランプを点灯して後方車両に知らせる。 

オ コンビ（ミニバス）は運転マナーが悪く、急な車線変更等が多いため、車間

距離を十分に取るようにする。 

 

（３）事故の当事者となった場合の対応 

交通事故の当事者となった場合は、あわてず冷静に対処にすることが必要  

です。事故後の手続きは、次のとおりです。 

ア 現場保存（車は原則として動かさない。移動してしまった場合、自分に不利

に受け取られる場合がある）。 

イ 速やかに警察、救急へ連絡（９９９番通報）する（ただし、警察が駆けつけ
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るまで時間がかかることが多い）。 

ウ 相手の身元情報（名前・勤務先・電話番号・免許証・車両ナンバー・車種

等）を確保し、事故現場は携帯電話等を使い撮影しておく。 

エ 相手の言いなりにはならない。示談には安易に応じない。 

オ 保険会社に通報する。 

カ 補償は、日本と同様、警察証明書を取得し、保険会社へ請求する。 

 

（４）タクシー利用時の注意事項 

タクシードライバーの中には、危険な運転をしたり、行き先を全く把握し

ていなかったりする者もいるので、利用の際には次の点に十分に留意してく

ださい。また、タクシーを使った犯罪等もありえますので、特に流しのタク

シーを利用する時は十分に注意してください。 

ア 自分で行き先の地図を頭に入れておく。目的地近隣の著名な場所を把握して

おく。 

イ 乗車前に値段を確認する。 

 

（５）コンビ（ミニバス）利用時の注意事項 

ア 乗車の際、行き先を確認する。車内は混み合うので携行品に注意する。 

イ 痴漢対策等のため、できる限り運転席の近くに座るようにする。 

ウ 乗客が下車する際に、貴重品をひったくる事案があるので注意する。 

エ 乗車中は油断せず居眠りをしない。 

 

（６）長距離バス利用時の注意事項 

携行品に注意する。また、予告なくバスが出発してしまうことがあるた

め、一時下車の際には、出発予定時間を確認するとともに、運転手に戻って

くる旨伝えておく。夜間長距離バスの事故が多発しているため、可能な限り

日中の長期距離バスで移動する。 

 

５ 誘拐・テロ 

（１）誘拐に関する心構え 

当国では、現在、誘拐事案は少数ですが、営利目的、私怨による誘拐事件

が発生しています。誘拐犯は一般に、誘拐対象者の選定、下調べ、連れ去

り、監禁といった段階を踏んで、計画的に犯行に及びます。特に誘拐犯は、

長期間下調べをするので、何らかの兆候が見られることが多く、この兆候を

いち早く察知することが、誘拐防止につながります。また小さな子供がいる

家庭では、身代金目的の誘拐だけでなく、性的ないたずら目的等の動機でも

誘拐が行われることがありますので、特に以下のことに注意してください。 

ア 自宅、勤務先を出るときには常に周囲の状況を確認する。 

イ 通勤経路・時間はたびたび変更する。 

ウ 乗車後は、確実にドアをロックする。 

エ 信号待ちや道路工事などで一時停止中の時は周囲に十分注意する。 

オ 降車時は周囲の状況に十分注意する。 
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カ 人通りの多い場所などでは子供と手をつなぎ、親の目の離れた場所で単独行

動させない。 

キ 知らない人について行かないことを子供に言い聞かせる。 

ク 助けを呼ぶ場合の最低限の表現を覚えておく。 

 コ 商業施設のトイレは、必ず子供と同行する。 

 

（２）テロに対する心構え 

現時点では、当国におけるテロの可能性は低いと考えられます。しかし、近年活

発に活動している国際テロ組織は、政治的、治安上の不安を高めるために、テロへ

の警戒が低い、いわゆるソフト・ターゲットを標的とする傾向が見られます。した

がって、日頃からテロへの警戒を怠らないことが重要です。 

当地では、いたずらと思われる爆弾設置予告の電話が時々発生しています。 

 

爆弾テロ対策は以下のとおりです。 

 

ア 爆弾テロに巻き込まれないために 

爆弾テロは必ずしも事前の予告があるわけではありません。また、直接のタ

ーゲットとなっていなくても巻き込まれる可能性もあります。常に警戒を怠

らないことが重要です。 

（ア）爆弾テロの発生状況や発生の可能性の有無について、外務省・海外安全ホ

ームページやメディア（国際・現地）、現地の方からのローカル情報等に

よる情報収集に心がける。 

（イ）無差別爆弾テロが発生した場合は、そうした地域への立ち入りを避ける。 

（ウ）爆弾テロの発生の可能性が高い場合には、標的となる恐れのある施設（政

府関係施設、軍事関係施設、空港、宗教施設、不特定多数の人が集まる場

所等）には極力近づかず、やむを得ず立ち入る場合は、滞在時間をできる

限り短くする。 

（エ）爆風によりガラスが飛散し、被害を受けることがあるので、ガラスを多く

使用した建物付近の通行はできるだけ避ける。 

（オ）不審な物体（時計のような音がする、電源らしきものや携帯電話とつなが

っているもの）や人物には決して近づかず、速やかに遠ざかる。 

（カ）自爆テロでは犯人は爆発物を体に装着するため、不自然な厚着やぎこちな

い動きになる。また、緊張による振る舞いから異常な印象を受けることが

あるので、このような人物には近づかない。 

 

イ 爆弾テロに巻き込まれたら 

（ア）爆発は一度とは限らない。爆音を聞いたら、まずはその場に伏せ、その後

速やかに現場から離れる。 

（イ）現場から離れる際、他の逃げる人に押し倒されることもある。倒れた場合

には、下敷きとならないように人々の流れが収まるまで膝を抱えて丸くな

り待つことで、被害を最小限に食い止めることができる。 

（ウ）瓦礫等の下敷きになった場合には、救出までに時間がかかることもあるの
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で、体力の温存に努める。埃等の有害物質を吸い込まないようにハンカチ

等で口を覆い、救助隊に居場所が分かるようにパイプ等を叩く。大声で叫

ぶと有害物質を吸い込む恐れがあるので、最後の手段とする。 

（エ）怪我の有無に拘わらず、当館及び家族に連絡をする。状況に応じて、在留

邦人の皆様の安否確認を当館からも行います。 

 

６ 緊急連絡先 

（１）当館への通報 

（国際電話の場合はボツワナ国番号＋２６７が必要です。） 

在ボツワナ日本国大使館 

Tel. ３９１- ４４５６  /Fax ３９１-４４６８ 

（夜間・休日も上記電話番号へ電話し、案内に従ってください。緊急電話対

応サービスへおつなぎします。） 

 

ア 治安の関連で、他の在留邦人の皆様にとり参考になると思われる情報は、い

つでも当館へお知らせください。 

イ ご自身やご家族、又は他の邦人の生命、身体、財産に危害が及んだ場合、又

は及ぶ恐れがある事態に至った場合には、迅速かつ具体的にその状況を当館

へご連絡ください。 

ウ 緊急事態発生の際にはお互いに助け合って対応に当たることも必要です。当

館から在留邦人の皆様に助力を求めることもありますので、その際は御協力

をお願いします。 

 

（２）重要電話番号（国際電話の場合はボツワナ国番号＋２６７が必要） 

ア 警察９９９ 

ハボローネ中央警察署   319-0948 

ハボローネ西警察署    392-2889 

モホディツァネ警察署    391-5260 

ハボローネ空港警察署    390-9935 

カサネ警察署     625-2444 

マウン警察署     686-0223 

フランシスタウン警察署   242-3000/3004 

パラペ警察署     492-0222 

セロウェ警察署     463-0222 

タマハ警察署     599-9222 

マハラペ警察署     471-0222 

ロバツェ警察署     533-0222/0223 

ハンツィ警察署     659-6222 

ジュワネン警察署    588-0345/0334 

イ 消防 ９９８ 又は 319-1834 

ウ 救急 ９９２ 又は 390-1601（私立） 

   ９９１（私立：道路上の自動車トラブルにも対応。） 
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   ９９３（私立） 

   ９９７（公立） 

エ 病院 

  Sidilega Private Hospital（私立）370-9500/311-5792 

Bokamoso Private Hospital（私立）369-4000/369-4288 

Gaborone Private Hospital（私立）368-5600/368-5765 

PrincessMarinaHospital （公立）362-1400 

※公立病院は地元民で混み合っています。 

 

 

Ⅲ 在留邦人用緊急事態対処マニュアル  

当国において「内乱」、「クーデター」、「大規模な暴動」等の緊急事態が発生

した場合、当館は全力をあげてその対応に当たりますが、在留邦人の皆様にも、安

全対策に万全を期していただくことをお願いします。  

内乱等が起きた際に皆様が迅速に対応できるよう、平素の心構えと必要な準備等

についてのマニュアルを以下のとおりお伝えします。  

 

１ 平素の心構えと準備  

（１）連絡体制の整備  

ア 当国に3か月以上滞在する場合は、「在留届」を提出してください。また、実

際の住所が当初の登録時から変更された場合、転居等により連絡先が変更に

なった場合や、ボツワナでの生活を終え出国する際は、必ず「変更届」また

は「帰国届」を提出してください。なお、ORRnetで在留届を提出された方

は、引き続きインターネットから各種変更手続きを行ってください。 

 在留届は郵送（Embassy of Japan、 Private Bag 00222、 

Gaborone）、FAX（+267-391-4468）又はインターネット

（http://www.ezairyu.mofa.go.jp）でも提出可能です。 

 3か月未満の短期の滞在に際しては「たびレジ」への登録をお願いします。  

イ 所属先や家族間でも緊急時の連絡方法を共有しておくとともに、平素からお

互いの所在を把握しておくことが重要です。  

ウ 当館からの連絡は在留届に従い、各世帯の代表宛に行いますので、各世帯に

おいて情報の共有をお願いします。  

 

（２）一時避難場所及び緊急時避難先  

ア 緊急事態発生の際には、常に周囲の状況に注意し、可能な限り情報を収集

し、危険な場所に近づかないようにしてください。事態が深刻になった際の

一時避難場所（連絡が取れる場所が望ましい）は、どこにするか予め定めて

おくことが必要です。  

イ 当館は、緊急事態に際しての邦人の避難場所として、当館事務所を想定して

いますが、事態の状況により他の場所を指定することがあります。いずれに

しても緊急事態発生の際には当館から避難場所を連絡します。 
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（３）緊急事態発生時における携行品、非常物資の準備 

ア 「旅券」、「現金」等の必要なものは、すぐに持ち出せるよう準備してくだ

さい。 

イ 緊急時には一定期間自宅待機をお願いすることがありますので、「食料」、

「医薬品」、「燃料」等、一週間分程度の備蓄品を非常用として準備してお

いてください。  

ウ 【緊急事に備えてのチェックリスト】（別紙）を参照してください。  

 

2 緊急事態発生時の行動  

（１）心構え  

緊急事態の発生又はその恐れがある場合には、当館は皆様の安全に万全を期すた

め、「情報収集」、「情勢判断」及び「対策の策定及び実施」を行います。また、

必要な情報は随時、「電話」、「Ｅメール」、「ＳＭＳ」を通じて在留邦人の皆様

に連絡します。緊急時には情報が錯綜しますので、平静を保ち流言飛語に惑わされ

ることがないよう注意してください。  

 

（２）情勢の把握  

当館からの「電話」、「Ｅメール」、「ＳＭＳ」による連絡とともに、これらが

不通の際は、「当館ホームページ」上にも治安情報を掲載しますので、可能な限り

逐次確認してください。 （https://www.botswana.emb-

japan.go.jp/itprtop_ja/index.html）。 

 

（３）当館への連絡  

ア 自宅周辺で異常事態を把握した場合には、当館へ連絡してください。情報を

共有し、情勢を検討する上で貴重な情報となります。 

イ 自分や自分の家族、又は他の邦人の「生命」、「身体」、「財産」に危害が

及び、又は及ぶ恐れがあるときは、迅速にその状況を当館へ連絡してくださ

い。  

 

（４）国外への退避  

ア 当館が「退避勧告」を発出した際には、一般商用便が運行している間はそれ

を利用し、可能な限り早急に国外へ退避してください。その際は、必ず事前

若しくは事後（可能な限り事前に）に当館（退避先在外公館又は外務省も

可）への連絡をお願いします。一般商用便の運行がなくなった場合や満席で

予約が取れない場合等は、その他の方法（チャーター便の手配、陸路による

脱出等）による国外退避が必要となりますので、当館との連絡を緊密に保つ

よう心掛けてください。  

イ 事態が切迫した場合には、当館から退避又は避難のための集合を呼び掛けま

す。その際には、上記1.（２）で指定した緊急時避難先に集合してくださ

い。避難先で待機する必要が生じることも想定されますので、「旅券」、

「現金」、「クレジットカード」等のほか、可能な限り上記1.（３）の非常

用物資を持参するようお願いします。また緊急時には自分及び家族の「生
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命」、「身体」の安全を第一に考え、その他の携行荷物は必要最小限にする

ようお願いします。  

 

 

Ⅳ おわりに 

 

日頃から本冊子で説明してきた危機管理意識を念頭においていただくと、事件事

故に遭遇した場合の対応が違ったものになると思います。また、気になることや分

からないことがありましたら、当館へお気軽に御相談ください。 

皆様のボツワナでの滞在が少しでも安全で快適なものとなることをお祈りいたし

ます。 
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大使館案内 

 

所在地：４thFloor Barclays House、 Plot8842、 Khama Crescent、  

Gaborone、 Botswana 

 

連絡先：TEL+２６７-３９１-４４５６  FAX+２６７-３９１-４４６８ 

 

 

 

※ 当館へは、ビルの来訪者用エレベーターで４階受付窓口までお越しください。 

 

 

 

 

 

カーマ・クレセント通り側 



 

 

        別紙：緊急事態に備えてのチェックリスト 

 

 

● 安全のための必需品（全て準備していますか？） 

□ 非常食（米、調味料、水、缶詰類、インスタント食品） 

□ 自動車（良好な整備状態の維持、燃料はタンク半分以上を保持） 

□ 生活必需品（乾電池、トイレットペーパー等） 

□ 衣類（長袖、長ズボン、履物は靴底の厚い頑丈なもの） 

□ 家族等への連絡手段（緊急時の連絡手段をあらかじめ定めておく。携帯電話

は緊急事態時、使用できない可能性が高い。） 

□ 救急医薬品（常備薬、外傷薬、消毒用石鹸、絆創膏等） 

□ 懐中電灯、ローソク、マッチ、ライター、缶切り、ナイフ、割り箸 

□ パスポート及び写真面、査証面の写し 

□ クレジットカード紛失時の連絡先、その他必要書類のコピー 

□ 緊急時の連絡先リスト（財布等に携行する） 

□ 国外・国内退避時の非常持ち出し品リスト及び退避先リスト 

 

※ 生活物資は最低７日分の生活を想定して準備する！ 

 

● 用意した方がいい物 

□ 短波ラジオ（電池仕様のもの）ＮＨＫラジオワールドを受信 

11945kHz （放送時間帯 17:00～19:00)日本語放送 

9865kHz  （同上 05:00～05:30（土・日））英語放送 

9865kHz （同上 04:30～05:00（月～金））英語放送 

※時間はいずれもボツワナ時間です。 

 

緊急事態発生の際には、現地報道、海外報道、衛星テレビ等の視聴による情

報収集に各自心掛けてください。当地の英語ニュースが聴取できるラジオ放

送は次の通りです（ハボローネ）。 

ＲＢ１         89.9FM 

Ｄｕｍａ ＦＭ     93.0FM 

Ｇａｂｓ ＦＭ     96.2FM 

ＲＢ２        103.0FM 

Ｙａｒｏｎａ     106.6FM 

 



 

● 忘れないでください！ 

□ 在留届と出国届（ボツワナ国内での住所や電話番号の変更があった時も、必

ず当館に連絡してください。） 

□ ご自身の電話番号、Ｅメールアドレスの当館への登録（当館から防犯情報等

のお知らせメールを配信します。） 

□ 外務省渡航情報（ボツワナ）のチェック 

（インターネット：http://www.mofa.go.jp/anzen/） 

□ 日本の親族との定期連絡 

□ 長期間ボツワナや自宅を離れる際は信頼できる知人等へ通報（当館でも可） 

□ パニックボタン等の警備機器の確認（設置場所、機能点検等） 

□ 各種保険（旅行保険、車両保険等）の加入・更新 

□ 旅券の残存有効期間（６か月以上）の確認、緊急連絡先欄の記載事項の確

認。 

□ 現金（米ドル、南ア・ランド、ボツワナ・プラ）、クレジットカード等の確

認 

 

 


